
令和８年３月２日（月）
福祉子どもみらい局福祉部地域福祉課

災害福祉グループ

神奈川県PRキャラクター かながわキンタロウ 

災害時福祉支援に係る県の主な取組について
～災害時に誰ひとり取り残さない福祉を目指して～

令和７年度神奈川県災害医療対策会議 報告事項（ア）

資料３



1

もくじ

１ 庁内の体制整備
２ 災害時情報共有システム
３ 神奈川ＤＭＡＴ in 高齢者施設
４ 神奈川ＤＷＡＴ
５ まとめ（保健医療と福祉の連携）



2

１ 庁内の体制整備

くらし安全防災局
危機管理防災課

健康医療局
健康危機・感染症対策課

（災害医療Ｇ）

局総務室？ 高齢福祉課？

障害サービス課？ 障害福祉課？

地域福祉課？ 子ども家庭課？

神奈川県庁の体制（令和６年度まで）

令和６年度…災害救助法に「福祉サービスの提供」を位置付け
る流れがあるが…福祉子どもみらい局で災害担当部署は？



福祉部長 地域福祉課
地域福祉Ｇ

障害福祉課
（医ケア担当）

障害サービス課

令和６年度～
福子局災害対応力強化検討チーム開催

高齢福祉課

令和７年度～
地域福祉課「災害福祉グループ」新設

＜体制＞
・グループリーダー（行政職）
・福祉職２名
・行政職２名 合計５名体制

１ 庁内の体制整備
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＜参考１＞災害福祉グループの主な取組

令和６年度からの継続事業
 かながわ災害福祉広域支援ネットワーク
 神奈川ＤＷＡＴ（神奈川県災害派遣福祉チーム）
 福祉避難所（庁内会議・市町村会議の実施）
 個別避難計画（庁内会議・市町村会議の実施、国モデル事業など）

令和７年度からの新規事業
 局災害福祉対応力強化検討チーム
 局内の災害時初動体制（マニュアル・局主催訓練）の検討
 局全体で取り組む優先業務の整理
 災害時の福祉職の応援体制などの検討

 災害時情報共有システム等の活用の検討（国システム、Ｄ２４Ｈ）
 福祉避難所支援事業（開設訓練支援事業、資機材整備支援事業）
 災害時福祉専門職ボランティア育成支援事業



２ 災害時情報共有システム（福祉版ＥＭＩＳ）

高齢 障害 児童

災害発生時に社会福祉施設等の被災状況を、事業所と国・自治体の間で
情報共有するための国のシステムです。

被災状況などを国・自治体が迅速に把握・共有し、被災した施設等への迅
速かつ適切な支援につなげることを目的として整備されました。

概
要

課
題

 ３種別のシステムがある
 各々仕様が異なる
 高齢はＩＤとＰＡＳＳが必要

今
後

 市町村に対して、代理入力の必要性を周知
 施設等に対して、システム入力の必要性を継続して周知・啓発
 訓練機会を確保（システム操作機会の増加）
 Ｄ２４Ｈへの連携
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●福子局災害対応力強化検討チームによる入力訓練

総務室

介護施設等災
害時情報共有

システム
（高齢福祉課）

障害者支援施設等災害
時情報共有システム
（障害サービス課）

児童福祉施設等災害
時情報共有システム
（子ども家庭課）
（次世代育成課）

クロノロ入力用モニター
県災害情報管理
システムモニター

２ 災害時情報共有システム（福祉版ＥＭＩＳ）



＜参考２＞災害時情報共有システム（高齢者施設の入力必須項目）

（高齢）入力必須項目 選択肢

人的被害の状況 ○なし ○あり

建物被害の状況
○被害なし
○軽微な被害あり（推定被害80万円未満）
○重大な被害あり（推定被害80万円以上）

避難・開所の状況
（入所） ○避難の必要性あり ○避難必要性なし

（通所） ○支障なし（開所） ○支障あり（閉所中）

必要な人的支援の状況 ○介護職員 ○その他の職種（看護師等） ○ボランティア

ライフラインの状況
（電気、水道、ガス、冷暖房）

○使用可 ○使用不可

物資の状況
必要な物資を選択する

○食料 ○飲料水 ○ 薬 ○おむつ ○マスク ○消毒液
等

医療機器等の故障の状況 自由記載
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＜参考３＞主な入所系施設一覧（県内33市町村）

３分野（高齢・障害・児童）合計２，４０６施設

（令和７年４月１日時点）

分野 施設数 分野 施設数

　 特別養護老人ホーム 442 　障害者支援施設 89

　 介護老人保健施設 197 　療養介護 13

　 介護医療院 16 　宿泊型自立訓練 7

109

　 有料老人ホーム 1, 173

　 養護老人ホーム 18 　福祉型障害児入所施設 15

　医療型障害児入所施設 14

　 軽費老人ホーム 12 　乳児院 10

　児童養護施設 33

　 サービス付き高齢者向け住宅 367 72

2,225

施設種別

障害者総合支援法

合計

合計

児童福祉法

施設種別

高
齢

障
害

児
童

介護保険法

老人福祉法

社会福祉法・ 老人福祉法

高齢者住まい法

合計
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令和７年11月ビックレスキューかながわ

高齢者施設（特別養護老人ホーム）において

神奈川ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）による施設支援訓練を企画実施

特別養護老人
ホーム

神奈川
ＤＭＡＴ

福祉と医療の
相互理解
の第１歩！

初実施！

３ 神奈川ＤＭＡＴ in 高齢者施設

＜藤沢市民病院＞ ＜川崎市立井田病院＞
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４ 神奈川ＤＷＡＴ
（１）概要（チラシ）
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神奈川県ホームページ：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/dwat_training.html

４ 神奈川ＤＷＡＴ
（２）訓練

＜ビッグレスキューかながわ＞

＜葉山町＞

＜平塚市＞

＜川崎市＞

＜茅ケ崎支援学校＞

＜ロールプレイ＠大会議場＞

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/dwat_training.html
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神奈川県ホームページ：https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/dwat_training.html

４ 神奈川ＤＷＡＴ
（３）研修

＜神奈川ＤＷＡＴステップアップ研修＞ ＜県主催避難所運営講習会（ＨＵＧ）＞

＜神奈川ＤＷＡＴスキルアップ研修＞ ＜東京・神奈川・静岡・山梨 １都３県合同研修会＞

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/n7j/dwat_training.html


輪島市内避難所での活動1 . 5次避難所での活動

•アセスメント活動：避難所内ラウンド、共用
エリアでのアセスメント、避難者情報の見え
る化

•相談支援：福祉相談コーナーの設置・運営
•情報共有：避難所管理者、避難所運営者との
定時ミーティングによる情報共有

•巡回型支援：他都県ＤＷＡＴ活動の後方支援

•多職種連携：他府県DWATとの混合チー
ムによる活動、保健師チームとの協働

•避難所内支援：避難所内マップの作成、
避難所内ラウンドアセスメント

•相談支援：「なんでも福祉相談窓口」の
設置・対応
※1.5次避難所とは、一般避難所（１次）とホテル・旅館

（２次）の中間的な位置づけ。能登半島地震において、い

しかわ総合スポーツセンター及び産業展示館２号館などに

初めて設置された。

ラウンドアセスメント 相談窓口対応 ラウンドミーティング 相談コーナー設置 共有エリアでのアセスメント 避難所内段ボールハウス

＜参考４＞能登半島地震における神奈川ＤＷＡＴ活動事例
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神奈川県庁

健康医療局

健康危機・
感染症対策課

福祉子どもみらい局

地域福祉課

災害福祉グループ災害医療グループ

連携

連携

連携

（出典：令和７年度災害時医療救護活動研修会 山﨑医務担当部長資料に追記）

５ まとめ（保健医療と福祉の連携）

 日頃の打ち合わせ（情報共有）
 会議や研修への相互参加
 訓練の企画・助言・相互参加 など

連携の継続
よろしくお願いいたします
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一般の避難所で生活

に支障がある

一般の避難所

専門的なケアが必要

支障なし

支障あり

必要

家族等でケア

が可能

施設への

緊急入所

福祉避難所

 一般の避難所では生活に支障が生じることが想定される方々を対象

に市町村が設置する。(多くの場合、社会福祉施設を想定。）

⇒主として高齢者、障がい者、乳幼児や妊産婦、外国人などのうち、

入院や施設に入所するほどではない方を対象として想定

 介助員や通訳などの生活相談員等を配置（常駐でなくとも可）

 最初に一般の避難所に避難し、必要に応じて市区町村の判断（スク

リーニング）で福祉避難所に誘導することとしている自治体が多い。

保健師等による
スクリーニング
を踏まえて、福
祉避難所への誘
導が決定される
場合が多い。

＜参考５＞福祉避難所
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＜参考６＞個別避難計画

高齢者や障がい者などのうち自ら避難することが困難

な避難行動要支援者一人ひとりが、「どこへ」「だれと」

「どのように」避難するかなどを記載した計画。

令和３年５月の災害対策基本法の改正により、避難行

動要支援者ごとの個別避難計画作成が、市町村の努

力義務とされた。 (市記入欄)

例）必要な薬の服薬状況、避難時の持ち物、普段過ごしている部屋、福祉サービスの利用状況など

住　所
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

性　別

特記事項

その他の
支援が必要

な事項

携帯番号

　□聞こえにくい　　　　□聞こえない　　　　　       □補聴器使用

　□顔を見ても知人や家族とわからない　　　　□危険なことを判断できないその他

支援が必要
な理由

介護認定

その他

　要支援（□１　□２）　　　　　要介護（□１　□２　□３　□４　□５）

番　号

　□単身高齢者           □高齢者のみ世帯           □その他（　　　　　　　　　　　　　  ）

障害の状況

メールアドレス

フリガナ

緊急時の
連絡先①

住　所

名　前

生年月日

年　齢

自治会

視力

聴力

　□見えにくい            □見えない                     □眼鏡・コンタクト使用

移動 　□ねたきり       □杖使用       □車いす使用       □担架・ストレッチャー使用

　□身体（□１級　□２級）　　　□知的（□Ａ１　□Ａ２）　　　□精神（□１級　□２級）

□子（　　人）　　　□孫（　　人）　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
同居家族等 同居人数 　　人

フリガナ

携帯番号

フリガナ

ＦＡＸ

□単身　　　□配偶者　　　□父　　　□母　　　□祖父　　　□祖母　　　　　

電話番号

住　所
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

FAX

名前(関係)

作成日：　　　　　　年　　　月　　　日

相模原市　個別避難計画

避難時に
配慮しな
くてはな
らない
事項

緊急時の
連絡先②

電話番号

名前(関係) 携帯番号

電話番号

FAX

分

分

分

分

電話番号

　□避難情報の伝達　　　　□避難しているかの確認　　　　□避難先に一緒に行く

電話番号

個別避難計画に記載された情
報を避難支援等関係者に提供
することに同意します

□

自由記述　　例）避難支援時の留意事項、避難経路図、居所の見取図など

フリガナ

支援者の行動 　□避難情報の伝達　　　　□避難しているかの確認　　　　□避難先に一緒に行く

支援者の行動 　□避難情報の伝達　　　　□避難しているかの確認　　　　□避難先に一緒に行く

特記事項

特記事項

□

住　所
避難支援
担当者②

避難支援
担当者③

避難経路・避難方法

候補①

名前(関係)

名前(関係)

住　所

□

フリガナ

個別避難計画に記載された情
報を避難支援等関係者に提供
することに同意します

個別避難計画に記載された情
報を避難支援等関係者に提供
することに同意します

電話番号

避難支援
担当者①

フリガナ

名前(関係)

住　所

特記事項

支援者の行動

避難経路・避難方法

避難先

候補①

候補②避難先
（地震の
場合）

避難先
（風水害の

場合）

□避難先に行く　□在宅避難をする（自宅が倒壊していない、倒壊の恐れがない場合）

□なし　□あり（　　□土砂災害警戒区域等　　□浸水想定区域　　）

避難先 移動時間手段

ｋｍ

ｋｍ
距離

候補② ｋｍ

距離
ｋｍ

手段 移動時間

出典：相模原市ホームページ https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kosodate/fukushi/1026643/1030492.html



説明は以上です。

地域福祉課長 笠井 熱史
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